
検察審査会法 
昭和23年 7月12日 法律 第147号
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- 本則-
施行日：平成21年 5月21日
〔除斥〕
第七条 検察審査員は、次に掲げる場合には、職務
の執行から除斥される。
一 検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
二 検察審査員が被疑者又は被害者の親族である
とき、又はあつたとき。
三 検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理
人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助
人又は補助監督人であるとき。
四 検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は
雇人であるとき。
五 検察審査員が事件について告発又は請求をし
たとき。
六 検察審査員が事件について証人又は鑑定人と
なつたとき。
七 検察審査員が事件について被疑者の代理人又
は弁護人となつたとき。
八 検察審査員が事件について検察官又は司法警
察職員として職務を行つたとき。

〔除斥〕
第七条 検察審査員は、次に掲げる場合には、職務
の執行から除斥される。
一 検察審査員が被疑者又は被害者であるとき。
二 検察審査員が被疑者又は被害者の親族である
とき、又はあつたとき。
三 検察審査員が被疑者又は被害者の法定代理
人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助
人又は補助監督人であるとき。
四 検察審査員が被疑者又は被害者の同居人又は
被用者であるとき。
五 検察審査員が事件について告発又は請求をし
たとき。
六 検察審査員が事件について証人又は鑑定人と
なつたとき。
七 検察審査員が事件について被疑者の代理人又
は弁護人となつたとき。
八 検察審査員が事件について検察官又は司法警
察職員として職務を行つたとき。

- 本則-
施行日：平成21年 5月21日
〔職務辞退〕 〔職務辞退〕
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第八条 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す
ることができる。
一 年齢七十年以上の者
二 国会又は地方公共団体の議会の議員。ただ
し、会期中に限る。
三 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団
体の職員及び教員
四 学生及び生徒
五 過去五年以内に検察審査員又は補充員の職に
あつた者
六 過去五年以内に裁判員の参加する刑事裁判に
関する法律（平成十六年法律第六十三号）の
規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつ
た者
◆追加◆
七 過去一年以内に裁判員候補者として裁判員の
参加する刑事裁判に関する法律第二十七条第
一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出
頭したことがある者（同法第三十四条第七項
◆追加◆の規定による不選任の決定があつた
者を除く。）
八 重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由
があつて検察審査会から職務を辞することの
承認を受けた者

第八条 次に掲げる者は、検察審査員の職務を辞す
ることができる。
一 年齢七十年以上の者
二 国会又は地方公共団体の議会の議員。ただ
し、会期中に限る。
三 前号本文に掲げる者以外の国又は地方公共団
体の職員及び教員
四 学生及び生徒
五 過去五年以内に検察審査員又は補充員の職に
あつた者
六 過去五年以内に裁判員の参加する刑事裁判に
関する法律（平成十六年法律第六十三号）の
規定による裁判員又は補充裁判員の職にあつ
た者
七 過去三年以内に裁判員の参加する刑事裁判に
関する法律の規定による選任予定裁判員であ
つた者
八 過去一年以内に裁判員候補者として裁判員の
参加する刑事裁判に関する法律第二十七条第
一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出
頭したことがある者（同法第三十四条第七項
（同法第三十八条第二項（同法第四十六条第
二項において準用する場合を含む。）、第四
十七条第二項及び第九十二条第二項において
準用する場合を含む。）の規定による不選任
の決定があつた者を除く。）
九 重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由
があつて検察審査会から職務を辞することの
承認を受けた者

- 本則-
施行日：平成21年 5月21日
〔宣誓〕
第十六条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務
する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開
会前、検察審査員及び補充員に対し 検察審査員
の心得を諭告し、これをして宣誓をさせなけれ
ばならない。
② 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならな
い。
③ 宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を
行うべきことを誓う旨を記載しなければならな
い。
④ 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁
判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員
及び補充員をしてこれに署名押印させなければ
ならない。

〔宣誓〕
第十六条 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務
する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開
会前、検察審査員及び補充員に対し 、検察審査
員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を
説明し、宣誓をさせなければならない。
② 宣誓は、宣誓書によりこれをしなければならな
い。
③ 宣誓書には、良心に従い公平誠実にその職務を
行うべきことを誓う旨を記載しなければならな
い。
④ 地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁
判官は、起立して宣誓書を朗読し、検察審査員
及び補充員をしてこれに署名押印させなければ
ならない。

- 本則-
施行日：平成21年 5月21日
〔職務執行の停止〕
第十七条 次の各号のいずれかに該当する検察審査
員は、その職務の執行を停止される。
一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、そ
の被告事件の終結に至らない者

〔職務執行の停止〕
第十七条 次の各号のいずれかに該当する検察審査
員は、その職務の執行を停止される。
一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、そ
の被告事件の終結に至らない者
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二 逮捕又は勾（こう）留されている者
◆追加◆

二 逮捕又は勾（こう）留されている者
② 第十二条の六の規定は、前項各号に掲げる者に
該当するかどうかについての検察審査会の判断
に資する事情の調査について準用する。

- 本則-
施行日：平成21年 5月21日
◆追加◆ 〔追加補充員の選定等〕

第十八条の二 検察審査会長は、検察審査員又は補
充員が欠けた場合において、必要と認める員数
の補充員（以下この条において「追加補充員」
という。）を選定することができる。ただし、
追加補充員を含め、検察審査員及び補充員の員
数の合計が二十二人を超えてはならない。
② 前項の規定による選定は、政令で定めるところ
により、欠けた検察審査員又は補充員が属する
群の検察審査員候補者の中から検察審査会事務
局長がくじで行う。
③ 追加補充員の任期は、その者が属する群の検察
審査員の任期と同一とする。ただし、第一項の
選定がその群の検察審査員の任期が開始した後
に行われたときは、その任期は、当該選定が行
われた日の翌日から開始するものとする。
④ 第十三条第二項の規定は追加補充員の選定に係
る第二項のくじについて、第十六条の規定は追
加補充員に対する説明及びその宣誓について、
それぞれ準用する。この場合において、同条第
一項中「前条第一項の」とあるのは、「第十八
条の二第一項の規定による選定後最初の」と読
み替えるものとする。

- 本則-
施行日：平成21年 5月21日
第四章 検察審査会議
〔会議の開催及び招集〕
第二十一条 検察審査会は、毎年三月、六月、九月
及び十二月 の各十五日に検察審査会議を開かね
ばならない。
② 検察審査会長は、特に必要があると認めるとき
は、いつでも検察審査会議を招集することがで
きる。
③ 第十三条第二項の規定は、第一項の場合にこれ
を準用する。

第四章 検察審査会議
〔会議の開催及び招集〕
第二十一条 検察審査会は、毎年三月、六月、九月
及び十二月 にそれぞれ検察審査会議を開かねば
ならない。
② 検察審査会長は、特に必要があると認めるとき
は、いつでも検察審査会議を招集することがで
きる。
◆削除◆
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